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（28条3項）
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（29条）

（15条）

（34条）

（22条）

（45条）

（10条）

（7条）

（26条）

（27条）

（23条）

第4節　化学物質等による環境汚染の防止

１　ダイオキシン類

ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ－パ

ラ－ジオキシン（PCDD）類、ポリ塩化ジベンゾフ

ラン（PCDF）類およびコプラナーポリ塩化ビフェ

ニル（コプラナーPCB）類の総称をいいます。

ダイオキシン類は、物質によって毒性の強さが

それぞれ異なっているため、毒性が最も強い物質

の毒性を1として他の物質の毒性を換算した毒性

等量（TEQ）＊1 を用いて評価します。

（１）ダイオキシン類対策【環境政策課】

①法律等による規制

ア　ダイオキシン類対策特別措置法

耐容一日摂取量＊2（TDI：4pg-TEQ/㎏/日）、大

気・水質・底質・土壌に係る環境基準、排出ガス

や排出水の規制基準および県による常時監視義務

等が規定されています。

イ　国の排出削減計画

国は平成17年6月に、「我が国における事業活動

に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減する

ための計画」を変更し、新たな削減目標として、

平成22年のダイオキシン類の排出総量を平成15年

比で約15％削減することとしました。

②県における取組み

県では、大気、公共用水域の水質・底質、地下

水および土壌の常時監視をはじめ、発生源の監視

指導を行っています。

平成17年度の常時監視結果は、表3-3-65のとお

りであり、公共用水域の水質については、河川1

地点で環境基準を超過していましたが、大気、公

共用水域の底質、地下水および土壌については、

すべての地点で環境基準を達成していました。

図3-3-64 ダイオキシン類対策特別措置法の体系

＊１毒性等量（TEQ）：ダイオキシン類は多くの異性体を持ち、それぞれ毒性が異なります。毒性等量とは、異性体の中で最も毒
性の強い2,3,7,8‐TCDDの毒性を1とし、各異性体の毒性を毒性等価係数により換算した量のことです。

＊２耐容一日摂取量（TDI）：人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない1日当たりの摂取量
のことです。
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また、発生源の監視として、大気基準適用12施

設の排出ガスについてダイオキシン類濃度を検査

しました。その結果、すべての施設とも排出基準

を下回っていました。

③調査・研究の推進

衛生環境研究センターにダイオキシン類の研究

施設を整備し、平成14年度から、本県における人

の摂取量の把握や排出抑制のための調査研究を進

めています。

表3-3-65 ダイオキシン類常時監視結果（平成17年度）

（注）pg（ピコグラム）：1ピコグラムは、1兆分の1グラム。

（２）廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシン

類の削減対策【廃棄物対策課】

平成14年12月1日から廃棄物焼却施設のダイオ

キシン類の排出基準が強化され、既存施設の排

出基準についても80ng/ｍ3Ｎから1～10 ng/ｍ3Ｎ

となりました（表3-3-66）。

①産業廃棄物焼却施設

産業廃棄物焼却施設34施設については、施設へ

の立入調査や改善指導を行っています。

産業廃棄物処理施設の排ガス中のダイオキシン

類濃度は、平成17年度の行政検査および事業者に

よる自主検査において、規制基準値を超えた施設

はありませんでした。

②市町村ごみ焼却施設

市町村が設置するごみ焼却施設の排ガス中ダイ

オキシン類濃度は、平成17年度に行った実態調査

の結果、規制基準値を超えた施設はありませんで

した（表3-3-67）。

表3-3-66 ダイオキシン類排出濃度の規制基準

焼却炉の焼却能力

4t/h以上

2t/h～4t/h

2t/h未満

0.1ng/ｍ3N

1  ng/ｍ3N

5  ng/ｍ3N

基準の適用を猶予 80ng/ｍ3N

1 ng/ｍ3N

5 ng/ｍ3N

10ng/ｍ3N

新設施設の基準
既　設　施　設　の　基　準

10.12.1まで 10.12.1～ 14.12.1～

調　査　種　別

大　気

水　質

地下水

底　質

土　壌

調査地点数 調査結果範囲 年平均値 環境基準 単　位

一般地域 4 0.034～0.054

5 0.022～0.14

17 0.077～1.1

3 0.067～0.13

17 0.24～17

3 0.25～1.7

10 0.0023～10

9 0.065～0.066

0.042

0.068
0.6 pg-TEQ/ｍ3

1

1

150 pg-TEQ/g

0.25

0.093

3.2

0.77

2.7 1,000

 pg-TEQ/�

pg-TEQ/�

pg-TEQ/g

0.066

河川

海域

河川

海域

廃棄物焼却施設
周辺地域

廃棄物焼却施設
周辺地域

廃棄物最終処分
場周辺地域

（注）ng（ナノグラム）：1ナノグラムは、10億分の1グラム。
Nm3：Nはノルマルと読む。0℃、1気圧の状態の気体の体積。
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表3-3-67 ごみ焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度（平成17年度実績）

表3-3-68 国による県内の環境ホルモン調査結果（平成16年度）

２　環境ホルモン＊1【環境政策課】

（１）国における環境調査

環境ホルモンの疑いがある65物質等について、

国では平成10年度から環境調査、健康影響およ

びリスク評価等に取り組んでおり、本県におい

ても調査が行われています。

平成16年度の県内の調査結果は、次のとおり

です。

（２）県における環境調査

県では、環境ホルモンによる環境汚染状況の情

報提供、事業者の発生源対策の支援および化学物

質に係る意識の啓発を目的として、環境ホルモン

の研究施設を整備し、平成15年度から過去の全国

一斉調査で検出されたアルキルフェノール類等に

ついて調査研究を進めています。

＊１環境ホルモン：正式には「外因性内分泌撹乱化学物質」といい、動物の体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営ま
れている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の化学物質と定義されています。

調査地点 調査対象物質 検出物質 検出濃度 全国濃度

福井市

調査

媒体

大気

水質

調　査

項目数

8

21
笙の川

（三島橋）

ポリ塩化ビフェニル
trans-ノナクロル

有機スズ
アルキルフェノール類

ビスフェノールA

アルキルフェノール類
フタル酸エステル類等

ポリ塩化ビフェニル

trans-ノナクロル

フノニルフェノール

ポリ塩化ビフェニル

ビスフェノールＡ

69pg/m3

40pg/m3

0.7ng/m3

0.2 ng/�

0.05μg/�

54～2500pg/m3

0.79～140pg/m3

0.2～5.1ng/m3

不検出～29ng/�

不検出～0.40μg/�

福井市

福井坂井地区広域
市町村圏事務組合

大野市

南越清掃組合

　江広域衛生施設組合

敦賀市

美浜･三方環境衛生組合

小浜市

高浜町

大飯町

クリーンセンター

清掃センター

クリーンセンター

第１清掃センター

第２清掃センター

　江クリーンセンター

清掃センター

美方清掃工場

清掃センター

清掃センター

エコターミナル

全連続炉

全連続炉

機械バッチ炉

全連続炉

機械バッチ炉

准連続炉

准連続炉

ガス化溶融炉

准連続炉

准連続炉

機械バッチ炉

345

222

50

150

30

120

100

22

56

30

14

0.032～0.054

0.0060～0.48

1.1

0.33～0.44

0.52、0.66

0.16、0.20

0.087～1.2

0.0018

0.0012、0.0031

0.030、0.059

4.1、9.9

3

3

1

4

2

2

4

1

2

2

2

1

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

設 置 主 体 施　設　名 炉　形　式 測 定
回 数

ダイオキシン類濃度
（nｇ-TEQ/Nｍ３）

基　準　値
（nｇ-TEQ/Nｍ３）

能  力
（t/日）
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３　農薬の安全使用と低減化の推進　　　　　　　　

（１）ゴルフ場

①ゴルフ場における農薬使用量【食の安全安心課】

県では、平成2年4月に「ゴルフ場における農薬

等の安全使用に関する指導要綱」を策定し、事業

者に対して農薬等使用計画の提出、環境監視およ

び水質測定を義務付けるとともに、魚毒性が強い

農薬の使用を禁止するなど、低毒性農薬を必要最

小限で使用するよう指導しています。

要綱に基づき各ゴルフ場から提出された農薬使

用実績報告書を集計した結果、平成17年の農薬使

用量は、製剤量で8.4㎏／haであり、調査を開始

した平成元年に比べると59％減少しています（表

3-3-69）。

②ゴルフ場等の排水調査【環境政策課】

農薬流出の実態調査のため、県が平成17年度に

県内のゴルフ場等の排水口で行った水質調査の結

果、すべての検体において全項目とも指針値を満

足していました。

平成15年度から、県産農林水産物のトレーサビ

リティ＊1を推進する一環として、JAが農作物の残

留農薬検査を実施しており、基準を超える残留は

ありませんでした。

また、本県では、三方五湖および北潟湖周辺地

域において、魚毒性の高い除草剤および農薬の使

用を制限しています。

一方、農薬取扱業者の資質向上を図るため、農

薬安全使用講習会を開催するとともに、農薬管理

指導士認定制度に基づき管理指導士を育成してい

ます。

（３）環境調和型農業の推進【食の安全安心課】

農業による環境への負荷を軽減するとともに、

安全で安心な食料の生産拡大を図るため、化学肥

料や農薬の投入を抑えた生産技術の普及とあわ

せ、家畜排せつ物や生ゴミ等の未利用有機性資源

を堆肥化し、これを効率的かつ広域的に利活用す

るシステムの構築を促進しています。

また、減化学肥料栽培、減農薬栽培、有機性資

源の活用による土づくり等の環境調和型農業に取

り組む農業者の育成を図るとともに、特別栽培農

産物の認証制度の普及推進、生産者と消費者の相

互理解の促進を図っています。

このほか、循環型社会の構築を目指す観点から、

持続性の高い農業生産の普及・推進とあわせ、生

分解性ポットや生分解性マルチ＊2の利用等により

環境に配慮した資材の利用や防除法を推進してい

ます。

（２）農地【食の安全安心課】

農薬使用に伴う農作物の安全性を確保する観点

から、農薬取締法に基づき登録保留基準が設定さ

れている農薬について、農作物中および土壌中の

残留量を調査する「農薬残留安全追跡調査」や

「農薬土壌残留調査」を行っています。平成17年

度は、いずれも登録保留基準を超えるものはあり

ませんでした。

表3-3-69 県内ゴルフ場等の農薬使用量〈製剤量〉

（単位：㎏／ha）

表3-3-70 県内ゴルフ場等の排水調査結果
（平成17年度）

＊１トレーサビリティ：食品の生産、加工、流通等の各段階において原材料の出所や食品の製造元、販売先等の記録を記帳・保管
し、その情報が追跡可能であること。

＊２マルチ：土が流れたり雑草が生えたりするのを防ぐために、作物の根元の土を覆うものをいいます。黒いビニールがよく使わ
れます。

農薬の種類 殺菌剤

8.3

3.2

殺虫剤

5.2 

2.5

除草剤

7.0 

2.8

合　計

20.5 

8.4

製
剤
量

元年

17年

調査実施ゴルフ場

600検体

0検体

13施設（15地点）

調 査 検 体 数

指 針 値 超 過

地
球
環
境
の
保
全
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コラム 福井県特別栽培農産物認証制度

県では、安全・安心な農産物の生産を目指して、農薬や化学肥料の使用を極力抑えた（慣行栽培の5
割以上削減）「特別栽培農産物」について、平成13年4月から独自の基準を設けて認証しています。

ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、昭和47年に製

造や新たな使用が禁止されて以来、約30年も保管

が続いていますが、国は平成13年に「ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別

措置法」を制定し、国内すべてのポリ塩化ビフェ

ニル廃棄物（PCB廃棄物）を平成28年7月までに

すべて処分することとし、広域的処理体制の整備

を進めています。

本県を含む1道15県内で保管されている高圧ト

ランス等のPCB廃棄物は、電力会社保管分等を除

き、北海道室蘭市内で建設される処理施設で処分

される予定となっています。

処理の開始は、平成19年秋以降と見込まれ、

PCB廃棄物を保管している事業者は、その処分を

行うまで適正に保管するとともに、毎年、保管・

処分の状況を届け出ることが必要です。

県内約500事業所からPCB廃棄物の保管につい

て届出がされており、県では、当該事業所に立入

調査を行い、保管状況の確認および適正保管の指

導を行っています。

また、平成18年5月には、県内のPCB廃棄物の

確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に実施し

ていくための基本的な事項を明らかにするため、

PCB廃棄物の計画的な処理指針を策定していま

す。

４　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正保管･処理推進【廃棄物対策課】

コラム PCBってなに？

○PCB（Polychlorinated biphenyls:ポリ塩化ビフェニル）は、水に溶けない、化学的に安定、絶縁性が
よい、沸点が高いなどの性質を持つ、工業的に合成された化合物です。
○人の健康・環境への有害性が確認され、分解されにくく環境中の残留が問題となります。
○絶縁性等の性質により、主として次の用途に使用されています。
・トランス、コンデンサ用絶縁油
高圧トランス・コンデンサ（工場･ビルの受電設備などで使用）
低圧トランス・コンデンサ（家電製品や工場設備の部品）
柱上トランス（配電用）

・熱媒体（熱媒油）、潤滑油：製造工場の熱媒体、機械の高温用の潤滑油
・感圧複写紙：PCBが塗布

年　度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度

認証件数（件）
171
233
449
495
446
455

農家数（戸）
420
248
413
378
345
319

面積（ha）
304
203
304 
320
396
493

表3-3-71 福井県特別栽培農産物認証制度の実績
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40,341事業所）から139種類の物質について届出

がありました。届出による排出量は3,243t（全国

の1.2％、全国約27万t）、移動量は6,288t（全国の

2.7％、全国約23万t）でした。

また、県内の届出外事業所＊3や家庭から排出さ

れた化学物質を国が推計した量は、2,871t（全国

の0.8％、全国約36万t）でした。

届出の集計結果および届出外排出量の推計値

は、図3-3-72～77のとおりです。

５　化学物質情報の整備【環境政策課】

（１）ＰＲＴＲ＊1制度

平成14年4月からＰＲＴＲ法＊2に基づく化学物

質の排出量等の届出制度が施行され、対象となる

事業者は、環境中への化学物質の排出量等を自ら

把握・管理し、年1回、県を経由して国に届出を

行っています。

（２）排出・移動量集計結果

平成17年度には、平成16年度の排出量・移動量

について、県内の420事業所（全国の1.0％、全国

図3-3-72 届出排出量および移動量（平成16年度） 図3-3-73 大気への排出：物質別内訳

図3-3-74 公共用水域への排出：物質別内訳 図3-3-75 事業所の外への移動：物質別内訳

大気への
排出30.1％

公共用水域
への排出
3.9％事業所の外への

移動（廃棄物）
　65.1％

下水道への
移動0.8％

移動量
66.0％

排出量
34.0％

合計
9,532ｔ

トルエン
42.2％

二硫化炭素
26.8％

ジクロロメタン
6.7％

キシレン
6.5％

スチレン 
5.2％

その他 
12.5％

合計 
2,874ｔ

エチレング
リコール 
66.8％

テレフタル酸 
　5.8％ 

ほう素及び
その化合物 
5.5％

ポリ（オキシエチレン）＝
アルキルエーテル
5.4％

ε‐カプロラクタム
3.5％ その他 

12.9％

合計 
370ｔ

トルエン 
23.7％

Ｎ，Ｎ－ジメチル
ホルムアミド
　　26.0％

クロロアセチル=
クロリド 4.6％

キシレン 
  8.7％

亜鉛の 
水溶性化合物
5.7％

その他 
31.3％

合計 
6,288ｔ

＊１ＰＲＴＲ：Pollutant Release and Transfer Registerの略で、環境汚染物質排出・移動登録という意味です。
＊２ＰＲＴＲ法：「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」有害性のある化学物質の環境へ

の排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全
上の支障が生ずることを未然に防止することを目的としています。この法律で把握・届出の対象となる化学物質は全部で354
物質あります。

＊３届出外事業所：届出が必要な業種に該当しない、従業員数や対象化学物質の取扱量が小さいといった理由から、ＰＲＴＲ制度
で届出を行うことが義務付けられていない事業所を指します。
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図3-3-76 届出排出量および移動量の多かった上位
5業種とその量
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パルプ・紙・紙加工品
製造業
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0
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キシレン

二硫化炭素

エチレン 
グリコール

ジクロロメタン

その他

届出排出量（集計値t/年）　届出外排出量（推計値t/年）

500 1,000 1,500 2,000 3,5003,0002,500

0770

249 51

19

1,841 1,472

193

188
645

図3-3-77 届出排出量と届出外排出量（推計値）の
上位5物質とその量

（３）学校におけるシックハウス＊1対策

【学校教育振興課】

①学校における環境衛生の基準

平成16年2月10日に「学校環境衛生の基準＊2」

が改定され、ホルムアルデヒド、トルエン、キシ

レンおよびパラジクロロベンゼンの4物質に、エ

チルベンゼン、スチレンの2物質の教室等の空気

中濃度が新たに検査事項に加えられ、平成16年4

月1日から新基準が適用されています。

②県立学校のシックハウスに対する対応

・平成15年度に、各学校3教室を抽出してホルム

アルデヒドおよび揮発性有機化合物の測定を実

施しています。シックハウス検査の結果数値の

高い教室については、定期的に検査を行います。

・日常の換気により化学物質濃度を低減化するた

め、換気の励行を徹底します。

・新築および改修工事においては、化学物質の発

生が少ない建材や接着剤を選定するとともに、

化学物質測定の竣工検査を十分に行います。

・学習教材、用品などを購入するときは、化学物

質の含まれないものまたは低濃度のものを選定

します。

③小中学校のシックハウスに対する対応

・市町村教育委員会に対し、学校環境衛生の検査

を文書でお願いしています。

・検査の結果、基準値を上回った場合には、引き

続き、換気の励行や換気設備の設置等の対策を

講じるなど、常に児童・生徒の健康状態につい

て十分注意するようお願いしています。

・検査を実施していない市町村教育委員会へは、

速やかに検査を実施し、その対策を講じるよう

要請しています。

＊１シックハウス：住宅やビルの室内環境が原因で引き起こされる頭痛やせき、めまい、関節痛、目やのどの痛みなどの健康障害を
シックハウス症候群といいます。建物の機密性の高まりや化学物質を含んだ建材、内装材などの使用が原因と指摘されています。

＊２学校環境衛生の基準：学校保健法に基づき、環境衛生検査、事後措置および日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校
環境衛生の維持・改善を図るための基準で、照明、騒音、換気、温度、飲料水等について定められています。


